
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

目

次

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

○

〃

〃

【

規

則

】

○

〃

〃

○

岡

山

県

障

害

者

介

護

給

付

費

等

不

服

審

査

会

規

障

害

福

祉

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

【

告

示

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

三

次

募

集

（

自

衛

危

機

管

理

課

○

二

級

建

築

士

の

懲

戒

処

分

建

築

指

導

課

官

候

補

生

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

四

次

募

集

（

航

空

〃

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

学

生

）

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

四

次

募

集

（

一

般

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

曹

候

補

生

）

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

四

次

募

集

（

自

衛

〃

【

監

査

公

表

】

官

候

補

生

）

○

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

措

置

の

状

況

の

監

査

事

務

局

○

特

定

個

人

情

報

の

提

供

の

求

め

等

に

係

る

電

子

情

報

政

策

課

公

表

計

算

機

の

設

置

等

関

連

事

務

の

委

任

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

危

険

物

の

取

扱

作

業

の

保

安

に

関

す

る

講

習
（
後

消

防

保

安

課

期

）

の

実

施

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
七
号

地
方
自
治
法（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号）

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り

監
、

査
の
結
果
に
基
づ
き

措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で

同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

次
の

、

、

、

と
お
り
公
表
す
る。

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

岡
山
県
監
査
委
員

池

本

敏

朗

岡
山
県
監
査
委
員

青

野

高

陽

岡
山
県
監
査
委
員

與

田

統

充

岡
山
県
監
査
委
員

佐

藤

由

美

子

監
査

対
象

機
関

監
査

実
施

年
月

日
監

査
結

果
公

表
年

月
日

公
益

財
団

法
人

岡
山

県
私

学
振

興
財

平
成

2
9
年

１
月

2
4
日

平
成

2
9
年

３
月

2
4
日

団監
査

の
結

果
（

指
摘

事
項

）

奨
学

金
の

未
収

償
還

金
が

，
前

年
度

末
に

比
べ

約
8
6
0
万

円
減

少
し

て
い

る
も

の
の

，
平

成
2
7
年

度
末

現
在

1
1
9
,
2
3
6
,
5
9
6
円

と
多

額
と

な
っ

て
い

る
。

措
置

の
状

況

未
収

償
還

金
に

つ
い

て
は

，
学

校
や

当
財

団
か

ら
の

文
書

・
電

話
等

に
よ

る
督

促
に

加
え

，

平
成

2
5
年

度
か

ら
債

権
回

収
会

社
に

回
収

業
務

を
委

託
し

回
収

を
図

っ
て

い
る

。
平

成
2
7
年

度
か

ら
は

２
社

に
よ

る
回

収
体

制
と

し
た

結
果

，
毎

年
額

が
増

加
し

て
い

た
未

収
償

還
金

が
，

平
成

2
7
，

2
8
年

度
末

と
２

年
連

続
し

て
前

年
度

末
に

比
し

減
少

し
た

。

ま
た

，
新

た
な

未
収

償
還

金
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
，

卒
業

時
に

手
引

き
を

配
布

し
返

還
に

つ
い

て
の

注
意

喚
起

を
行

う
ほ

か
，

新
規

返
還

者
へ

の
支

払
準

備
通

知
，

約
定

未
返

還

者
へ

の
速

や
か

な
文

書
・

電
話

督
促

の
実

施
等

を
行

っ
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
り

，
こ

う
し

た

取
組

に
よ

り
，

新
た

な
未

収
償

還
金

の
発

生
額

は
年

々
減

少
し

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

，
ま

だ
多

額
の

未
収

償
還

金
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
公

平
性

や
財

源
確

保
の

観
点

か
ら

も
，

今
後

，
こ

の
よ

う
な

取
組

を
よ

り
一

層
進

め
，

未
収

償
還

金
の

早
期

解
消

に

努
め

る
。

公
益

財
団

法
人

岡
山

県
育

英
会

平
成

2
9
年

１
月

2
7
日

平
成

2
9
年

３
月

2
4
日

監
査

の
結

果
（

指
摘

事
項

）

奨
学

金
の

未
収

償
還

金
が

，
前

年
度

末
に

比
べ

約
2
,
7
7
0
万

円
増

加
し

，
平

成
2
7
年

度
末
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現
在

1
9
2
,
3
7
6
,
9
9
5
円

と
多

額
と

な
っ

て
い

る
。

措
置

の
状

況

未
収

償
還

金
の

回
収

に
つ

い
て

は
，

現
在

，
文

書
・

電
話

・
訪

問
に

よ
る

督
促

を
本

人
や

連
帯

保
証

人
へ

繰
り

返
し

行
っ

て
お

り
，

対
応

が
不

誠
実

な
長

期
滞

納
者

に
対

し
て

は
法

的

措
置

を
講

じ
て

い
る

。
ま

た
，

経
済

的
理

由
に

よ
り

返
還

が
困

難
な

者
へ

は
，

個
々

の
状

況

に
応

じ
て

返
還

方
法

の
変

更
や

分
納

を
推

奨
す

る
等

，
返

還
し

や
す

い
対

応
を

柔
軟

に
行

っ

て
い

る
。

貸
与

段
階

に
お

い
て

は
，

返
還

意
識

を
高

め
る

た
め

に
学

校
担

当
者

と
連

携
し

，

「
返

還
金

が
次

の
奨

学
金

の
原

資
に

な
る

」
と

い
う

奨
学

金
制

度
の

周
知

に
努

め
，

返
還

意

識
の

向
上

を
図

っ
て

い
る

。

今
後

，
増

加
が

見
込

ま
れ

る
返

還
義

務
額

に
つ

い
て

は
，

新
た

に
返

還
が

開
始

す
る

者
に

対
し

て
債

権
管

理
に

好
適

な
口

座
振

替
に

よ
る

返
還

を
通

知
に

よ
り

推
奨

す
る

と
と

も
に

，

そ
の

他
の

者
に

対
し

て
も

，
年

２
回

の
通

知
の

中
で

口
座

振
替

の
手

続
き

を
案

内
す

る
こ

と

に
よ

り
，

日
頃

か
ら

返
還

意
識

の
更

な
る

向
上

を
図

る
。

ま
た

，
専

門
員

の
配

置
に

よ
り

，

電
話

連
絡

を
迅

速
か

つ
細

や
か

に
実

施
で

き
る

回
収

体
制

を
強

化
し

，
新

た
な

未
収

償
還

金

の
発

生
防

止
に

努
め

る
。
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